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はい、皆さん、こんにちは。
今ご紹介いただきました安部といいます。北九州に住んでいたので、下関な
んかはしょっちゅう行っていましたし、今でも角島にも夕日を見に行ったり
とかしています。
では、早速入りたいと思います。



まず「はじめに」っていうことなんですけど、昔からですね、例えば、保育
園の送迎を兄弟がしているとか、 高齢者や障がい者のいる家庭にヘルパー
さんとかがいたりとか、子どもが介護をしていたりとか、役所の手続きに子
どもが付き添って書類を記入していたりとか、大人の付き添いに学齢期の子
が付き添うとか、そういう子どもがいたんですね。

それで、「偉いね」とか、「助かるね」とか言われていたかもしれませんけ
れども、そこにヤングケアラーという言葉がつくことによって、問題が可視
化されたといいますか、目に見えるようになりました。ですからヤングケア
ラーが知られるようになったのは最近なんですけれども、実は昔からあった
んだということは確認しておきたいと思います。
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ヤングケアラーについては、既に局長さんの挨拶だとか、それから行政説明
の中にありましたが、確認しますけれども、下線を引いている部分、「本来
大人がやるような」ということと、もう一つは「日常的に」ということ、こ
の２つなんですね。

ところが、支援をするときには誰がヤングケアラーかというのは大事である
にもかかわらず、「どこまでがヤングケアラーなのか」、「どこまでが本来
大人がやるようなことなのか」、「日常的っていうのはどの程度なのか」と
いう範囲については、明確ではありません。
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先ほど行政説明の中にあったんですが、ちょっと気になったのはですね、８
ページ目の「実態調査におけるヤングケアラーの定義」というところで、10
個のスライドがありますけど、「この10個だけがヤングケアラーではないん
です」と、ケアラー連盟の方から言われました。
 
例えとして分かりやすく10個をあげているだけなので、この10個の絵に入ら
ないから、「この子、ヤングケアラーじゃないよ」ということではなく、先
ほど言いましたように、「本来大人がやるようなことを日常的にやってるか
どうか」で判断していただきたいと思います。

そういう意味で、ヤングケアラーの発見で関連する分野としては、子どもの
身近にいる学校だとか、地域の方々になるんだと思うんですけれども、家族
のケアで関連する分野というのは、高齢者や障がい者の関係機関、そしてよ
く例にありました医療機関だったり、行政であったりするわけです。

後半のパネルディスカッションでもいろんな方に発言していただきますけれ
ども、「子どもの問題だから子どもだけ」ということではなく、家族に関わ
る多くの方々に知っていただきたいと思います。
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実態の話は後でしますが、そもそもなぜヤングケアラーが発生するのかとい
うことを、私なりに整理してみました。

この図はですね、三角形のところを中心にしたシーソーだと思ってくださ
い。

このシーソーなんですが、子どもを育てたり、家事をしたり、介護したりと
いう「家族のケアニーズ」。それから反対側ですね。親の養育のほか、例え
ば保育園を利用するとか介護保険サービスを利用するといった公の支援や、
親族の支援も含めた公私の支援。親だけが養育をするのではなくて、公私の
支援があってバランスが取れている。これを一応「普通」の生活としたいと
思います。
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それがですね、家族のケアニーズが増大するんですね。例えば、育児であれ
ば、双子が生まれるとか、年子が生まれるとかですね。また、誰かが病気を
するとか、誰かに介護が必要になるとか、交通事故で体が不自由になってし
まったなど、いろんな形で家族のケアニーズが増大することがあります。そ
うすると、今まで行っていた親の養育、公私の支援だけではバランスが取れ
ません。その結果、「ネグレクトの発生」と書いてありますが、どうしても
育児や家事が十分できなくなってしまう状況が発生します。
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この状況を改善するために、今まで世話を受ける側だった子どもが世話をす
る側に代わります。それによって何とかバランスを取ろうとするんですけれ
ども、そうすると、そのヤングケアラー（ケアに参加した子ども）は抜けら
れなくなってしまいます。そういう家族のシステムに取り込まれてしまっ
て、子どもによる世話があることで生活していけるという状況になり、子ど
もがやめられなくなってしまう、それから離れられなくなってしまいます。

そして、「家から通えるところの学校にしか進学できない」、「働けない」
ということになって、将来に対して制約が出てくるわけですけれども、それ
は、このように家族のシステムの中に取り込まれるためと思います。
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ただ、日本では、家族が介護することが当たり前なんですね。
例えば、投薬管理とかです。それから、介護保険にしても全部のニーズに対
応できるわけではありませんし、保育所延長を使っても７時までとか、９時
までだったりします。いろいろな制約があって、家族にも介護などを求める
仕組みになっています。それが多分、ヤングケアラーを生む大きな要因なん
だろうなと思います。
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